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令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新



項　目

Ⅵ-１-①-５

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

区画線工 ４．参考資料 

 

表４．１ 区画線工で使用する一般的な材料仕様 

規格・仕様（同等以上） 種    別 施工方式 

JIS K 5665 1 種 Ａ 

JIS K 5665 1 種 Ｂ 

トラフィックペイント常温型 ペイント式水性型 

ペイント式溶剤型 

JIS K 5665 2 種 Ａ 

JIS K 5665 2 種 Ｂ 

トラフィックペイント加熱型 ペイント式水性型 

ペイント式溶剤型 

JIS K 5665 3 種   トラフィックペイント溶融型 溶融式 

JIS R 3301         ガラスビーズ        各方式に合わせて使用 

  区画線用 プライマー         溶融式 

 

表４．２ 溶融式（手動）の標準的な材料使用量 

矢印・記

号・文字

15cm 20cm 30cm 45cm 15cm 20cm 30cm 45cm 15cm 20cm 30cm 45cm 15cm換算

kg
570

(390)
760

(520)
1130
(780)

1700
(1170)

570
(390)

760
(520)

1130
(780)

1700
(1170)

570
(390)

760
(520)

1130
(780)

1700
(1170)

570
(390)

排水性舗装に施工する場合 kg
855

(585)
1140
(780)

1695
(1170)

2550
(1755)

855
(585)

1140
(780)

1695
(1170)

2550
(1755)

855
(585)

1140
(780)

1695
(1170)

2550
(1755)

855
(585)

ガラスビーズ kg 25 33 50 75 25 33 50 75 25 33 50 75 25

プライマー kg 25 33 50 75 25 33 50 75 25 33 50 75 25

L 44 48 71 80 49 54 80 88 52 57 84 98 110

排水性舗装に施工する場合 L 46 50 74 84 51 56 84 93 54 60 89 103 116

未供用区間に施工する場合 L 40 43 65 73 44 49 73 80 47 52 77 89 100

排水性舗装で未供用区間に施工する場合 L 42 46 68 77 47 52 77 84 50 55 81 94 105

（1,000m当たり）

実線

軽油

単位
破線 ゼブラ

塗料

名称 区分

 
※塗布厚 1.5 ㎜の場合の使用量であり，（ ）内は塗布厚 1.0mm の場合の使用量である。 

※使用材料の塗料，ガラスビーズ，プライマーはロス分を含む数量である。 

※プロパンガス等の費用は主材料（塗料，ガラスビーズ，プライマー，燃料）の 5％を計上する。 

 

表４．３ ペイント式（車載式）の標準的な材料使用量 

（1,000m 当たり） 

名 称 区  分 単位 
実線 破線 

15cm 15cm 30cm 

塗料 
加熱式で施工する場合 L 70 70 140 

常温式で施工する場合 L 50 50 100 

ガラスビーズ 
加熱式で施工する場合 kg 59 59 118 

常温式で施工する場合 kg 39 39 78 

軽油 
 L 34 41 51 

未供用区間に施工する場合 L 27 32 40 

※使用材料の塗料，ガラスビーズはロス分を含む数量である。 

※プロパンガス，希釈剤等の費用は主材料（塗料，ガラスビーズ，燃料）の 3％を計上する。 

 

表４．４ 区画線消去（削取り式）の燃料使用量 

（1,000m 当たり） 

名称 単位 15cm 換算 

軽油 L 67 

ガソリン L 37 

 



項　目

Ⅵ-１-⑥-１

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

排水構造物工 ⑥ 排水構造物工 

 

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 排水構造物工のうちプレキャスト製品によるＵ型（落蓋型，鉄筋コンクリートベンチフリュームを含む）

側溝，自由勾配側溝及び蓋版の設置，再利用撤去工事に適用。 

１－２ 標準単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの 

 １） 再利用を目的としない側溝本体及び蓋版本体の撤去工事。 

２) 地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における側溝の設置工事。 

(２) 特別調査等別途考慮するもの 

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 

２) その他，規格・仕様等が適合しない場合。 

 

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

 

(注）１．側溝本体，基礎砕石の材料費は含まない。 

２．敷モルタルの材料費（材料ロス含む）は含む。 

３．据付けに必要なクレーン及びカッタブレード，コンクリートカッタ，目地モルタル，Ｕ型側溝損失

分の費用，現場内小運搬等の費用を含む。 

４．側溝本体の切断により生じる粉塵の処理については，別途考慮する。 

５．基面整正は含まない。 

 

 

(注）１．側溝本体，基礎砕石，基礎コンクリート，底部コンクリートの材料費は含まない。 

２．据付けに必要なクレーン及びカッタブレード，コンクリートカッタ，目地モルタル，自由勾配側溝

損失分の費用，現場内小運搬等の費用を含む。 

３．側溝本体の切断により生じる粉塵の処理については、別途考慮する。 

４．基面整正は含まない。 

５．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械経費，労務費，材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途計上する。 

 

工 種 
標準単価 

 機 労 材 
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×
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⑥ 排水構造物工 

 

１． 適 用 範 囲 

１－１ 標準単価が適用出来る範囲 

(１) 排水構造物工のうちプレキャスト製品によるＵ型（落蓋型，鉄筋コンクリートベンチフリュームを含む）

側溝，自由勾配側溝及び蓋版の設置，再利用撤去工事に適用。 

１－２ 標準単価が適用出来ない範囲 

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの 

 １） 再利用を目的としない側溝本体及び蓋版本体の撤去工事。 

２) 地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における側溝の設置工事。 

(２) 特別調査等別途考慮するもの 

１) 離島及び山間僻地等で，明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 

２) その他，規格・仕様等が適合しない場合。 

 

２． 標準単価の設定 

２－１ 標準単価の構成と範囲 

標準単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

 

(注）１．側溝本体，基礎砕石の材料費は含まない。 

２．敷モルタルの材料費（材料ロス含む）は含む。 

３．据付けに必要なクレーン及びカッタブレード，コンクリートカッタ，目地モルタル，Ｕ型側溝損失

分の費用，現場内小運搬等の費用を含む。 

４．基面整正は含まない。 

 

 

(注）１．側溝本体，基礎砕石，基礎コンクリート，底部コンクリートの材料費は含まない。 

２．据付けに必要なクレーン及びカッタブレード，コンクリートカッタ，目地モルタル，自由勾配側溝

損失分の費用，現場内小運搬等の費用を含む。 

３．基面整正は含まない。 

４．特殊養生，雪寒仮囲いのための機械経費，労務費，材料費は含まない。 

なお，必要な場合は別途計上する。 

工 種 
標準単価 
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項　目

Ⅵ-１-⑥-３

排水構造物工

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

２－３ 補正係数 

(１) 補正係数の適用基準 

 

表２．２ 補正係数の適用基準 

規 格・仕 様 適   用   基   準 記号 備 考 

補 

正 

係 

数 

Ｌ＝1,000㎜を使用 

す る 場 合 

使用する側溝本体の長さ(L)が1,000㎜の場合は,対象となる規

格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ1 対象数量 

Ｌ＝4,000㎜を使用 

す る 場 合 

使用する側溝本体の長さ(L)が4,000㎜の場合は,対象となる規

格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ2 対象数量 

法 面 小 段 面 
法面小段面部における作業の場合は,対象となる規格・仕様の単

価を係数で補正する。 
Ｋ3 対象数量 

法 面 縦 排 水 
法面縦排水部における作業の場合は,対象となる規格・仕様の単

価を係数で補正する。 
Ｋ4 対象数量 

基 礎 砕 石 を 施 工 

し な い 場 合 

基礎砕石を施工しない場合は,対象となる規格・仕様の単価を係

数で補正する。 
Ｋ5 対象数量 

再 利 用 撤 去 
再利用を目的とした側溝本体及び蓋版本体の撤去作業の場合は,

対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ6 対象数量 

 

(２) 補正係数の数値 

表２．３ 補正係数の数値 

区 分 記 号 Ｕ型側溝 自由勾配側溝 蓋 版 

補 

正 

係 

数 

Ｌ＝1,000㎜を使用 

す る 場 合 
Ｋ1 1.17 － － 

Ｌ＝4,000㎜を使用 

す る 場 合 
Ｋ2 0.93 － － 

法 面 小 段 面 Ｋ3 1.21 － 1.00 
法 面 縦 排 水 Ｋ4 1.38 － － 
基 礎 砕 石 を 施 工 

し な い 場 合 
Ｋ5 0.87 0.87 － 

再 利 用 撤 去 Ｋ6 0.51 － 0.62 
(注)１．Ｌ＝1,000 ㎜を使用する場合の補正係数（Ｋ1）,Ｌ＝4,000 ㎜を使用する場合の補正係数（Ｋ2）

が補正の対象としているのはＵ型Ｌ＝2,000 ㎜であり，各々の個当り質量を２ｍに換算し，適

合する規格・仕様の単価を係数で補正する。 

 

２－４ 直接工事費の算出 

［設置］ 

直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋材料費（注２又は注３） 

(注１) 設計単価＝標準単価×（Ｋ1 × Ｋ2 ×……× Ｋ6） 

(注２) 材 料 費＝側溝材料単価×設計数量＋基礎砕石材料単価×設計数量× 1.20（ロス分） 

＋コンクリート材料単価×設計数量× 1.06（ロス分） 

(注３) 材 料 費＝蓋版材料単価×設計数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 補正係数 

(１) 補正係数の適用基準 

 

表２．２ 補正係数の適用基準 

規 格・仕 様 適   用   基   準 記号 備 考 

補 

正 

係 

数 

Ｌ＝1,000㎜を使用 

す る 場 合 

使用する側溝本体の長さ(L)が1,000㎜の場合は,対象となる規

格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ1 対象数量 

Ｌ＝4,000㎜を使用 

す る 場 合 

使用する側溝本体の長さ(L)が4,000㎜の場合は,対象となる規

格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ2 対象数量 

Ｌ＝5,000㎜を使用 

す る 場 合 

使用する側溝本体の長さ(L)が5,000㎜の場合は,対象となる規

格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ3 対象数量 

法 面 小 段 面 
法面小段面部における作業の場合は,対象となる規格・仕様の単

価を係数で補正する。 
Ｋ4 対象数量 

法 面 縦 排 水 
法面縦排水部における作業の場合は,対象となる規格・仕様の単

価を係数で補正する。 
Ｋ5 対象数量 

基 礎 砕 石 を 施 工 

し な い 場 合 

基礎砕石を施工しない場合は,対象となる規格・仕様の単価を係

数で補正する。 
Ｋ6 対象数量 

再 利 用 撤 去 
再利用を目的とした側溝本体及び蓋版本体の撤去作業の場合は,

対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ7 対象数量 

 

(２) 補正係数の数値 

表２．３ 補正係数の数値 

区 分 記 号 Ｕ型側溝 自由勾配側溝 蓋 版 

補 

正 

係 

数 

Ｌ＝1,000㎜を使用 

す る 場 合 
Ｋ1 1.17 － － 

Ｌ＝4,000㎜を使用 

す る 場 合 
Ｋ2 0.93 － － 

Ｌ＝5,000㎜を使用 

す る 場 合 
Ｋ3 0.88 － － 

法 面 小 段 面 Ｋ4 1.21 － 1.00 
法 面 縦 排 水 Ｋ5 1.38 － － 
基 礎 砕 石 を 施 工 

し な い 場 合 
Ｋ6 0.87 0.87 － 

再 利 用 撤 去 Ｋ7 0.51 － 0.62 
(注)１．Ｌ＝1,000 ㎜を使用する場合の補正係数（Ｋ1）,Ｌ＝4,000 ㎜を使用する場合の補正係数（Ｋ2）

及びＬ＝5,000 ㎜を使用する場合の補正係数（Ｋ3）が補正の対象としているのはＵ型Ｌ＝2,000

㎜であり，各々の個当り質量を２ｍに換算し，適合する規格・仕様の単価を係数で補正する。 

 

２－４ 直接工事費の算出 

［設置］ 

直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋材料費（注２又は注３） 

(注１) 設計単価＝標準単価×（Ｋ1 × Ｋ2 ×……× Ｋ7） 

(注２) 材 料 費＝側溝材料単価×設計数量＋基礎砕石材料単価×設計数量× 1.20（ロス分） 

＋コンクリート材料単価×設計数量× 1.06（ロス分） 

(注３) 材 料 費＝蓋版材料単価×設計数量 

 

 

 



項　目

Ⅵ-２-③-13

新

防護柵設置工
（横断・転落防
止柵）

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧

③－３ 防護柵設置工 （横断・転落防止柵） 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による，柵高 70cm 以上 125cm 以下の防護柵設置工（横断・転落防止柵）に適用する。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 新設・更新，撤去工事。 

(２) 部材設置，部材撤去工事。 

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 見積等により別途積算するもの。 

１) 事故後の復旧工事（撤去）。 

(２) 特別調査等別途考慮するもの。 

１) 防護柵（Ｐ種）〔横断・転落防止柵〕以外の製品の場合。 

２) 高さが 125cm 超の場合。 

３) 門型の横断防止柵を車止めとして設置する場合。 

４) アンカーボルト固定のアンカーボルトにステンレス製やケミカルアンカーを使用する場合。 

５） 勾配 2 割未満（1:2.0 未満）の階段部、法面に設置する場合。 

６） 離島及び山間僻地等で明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 

７） 生活道路用柵の場合。 

８) その他，規格・仕様等が適合せず市場単価が適用出来ない場合。 

 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

① 防護柵（横断・転落防止柵）設置 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

土中建込 ○ ○ × 

(注)１．土中建込には，床掘り・埋戻し及び穴あけ後の充填材（労務費・材料費）が必要な場合の作業を

含む。ただし，支柱建込箇所が岩盤，舗装版などの場合の穴あけ費用・復旧費用は含まない。 

２．根巻きコンクリート設置は，必要に応じて計上すること。 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

プレキャストコンク

リートブロック建込 
○ ○ × 

(注)１．支柱建込箇所が岩盤，舗装版などの場合の穴あけ費用・復旧費用は含まない。 

ただし，プレキャストコンクリートブロック材料費及び充填材（労務費・材料費）を含む。 

２．プレキャストコンクリートブロックは，100kg 未満に適用する。 
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③－３ 防護柵設置工 （横断・転落防止柵） 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による，柵高 70cm 以上 125cm 以下の防護柵設置工（横断・転落防止柵）に適用する。 

１－１ 市場単価が適用出来る範囲 

(１) 新設・更新，撤去工事。 

(２) 部材設置，部材撤去工事。 

１－２ 市場単価が適用出来ない範囲 

(１) 見積等により別途積算するもの。 

１) 事故後の復旧工事（撤去）。 

(２) 特別調査等別途考慮するもの。 

１) 防護柵（Ｐ種）〔横断・転落防止柵〕以外の製品の場合。 

２) 高さが 125cm 超の場合。 

３) 門型の横断防止柵を車止めとして設置する場合。 

４) アンカーボルト固定のアンカーボルトにステンレス製やケミカルアンカーを使用する場合。 

５） 勾配 2 割未満（1:2.0 未満）の階段部、法面に設置する場合。 

６） 離島及び山間僻地等で明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 

７) その他，規格・仕様等が適合せず市場単価が適用出来ない場合。 

 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

① 防護柵（横断・転落防止柵）設置 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

土中建込 ○ ○ × 

(注)１．土中建込には，床掘り・埋戻し及び穴あけ後の充填材（労務費・材料費）が必要な場合の作業を

含む。ただし，支柱建込箇所が岩盤，舗装版などの場合の穴あけ費用・復旧費用は含まない。 

２．根巻きコンクリート設置は，必要に応じて計上すること。 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

プレキャストコンク

リートブロック建込 
○ ○ × 

(注)１．支柱建込箇所が岩盤，舗装版などの場合の穴あけ費用・復旧費用は含まない。 

ただし，プレキャストコンクリートブロック材料費及び充填材（労務費・材料費）を含む。 

２．プレキャストコンクリートブロックは，100kg 未満に適用する。 
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防護柵設置工
（横断・転落防
止柵）

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準 

表２．６ 加算率・補正係数の適用基準 

規格・仕様 適  用  基  準 記号 備 考 

加 算 率 施 工 規 模 

標準 Ｓ0 

全体数量 １工事の施工規模が標準より小さい場合は，対象となる

規格・仕様の単価を率で加算する。 

Ｓ1 

Ｓ2 

補正係数 

時間的制約を 

受 け る 場 合 

通常勤務すべき１日の作業時間（所定労働時間）を７時

間以下４時間以上に制限する場合は，対象となる規格・

仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 

対象数量 

夜 間 作 業 

通常勤務すべき時間（所定労働時間）帯を変更して，作

業時間が夜間（20 時～ 6 時）にかかる場合は，対象とな

る規格・仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ2 

支柱間隔 １ｍ 
支柱間隔が１ｍの場合は対象となる規格・仕様の単価を

係数で補正する。 
Ｋ3 

支柱間隔 1.5ｍ 
支柱間隔が 1.5ｍの場合は対象となる規格・仕様の単価

を係数で補正する。 
Ｋ4 

支柱間隔 ２ｍ 
支柱間隔が２ｍの場合は対象となる規格・仕様の単価を

係数で補正する。 
Ｋ5 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

表２．７ 加算率・補正係数の数値 

区    分 記号 

防護柵設置 

（横断・転落防止柵） 

撤去 

部 材 設 置 ・ 撤 去 

土中建込 
コンクリ

ート建込， 

プレキャスト

コンクリート

ブロック建込，

アンカーボル

ト固定 

 

ビーム 

又は 

パネルのみ 

設置 

ビーム 

又は 

パネルのみ 

撤去 

根巻き

コンク

リート

設置

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 
100ｍ以上 

0％ 

100ｍ以上 

0％ 

100ｍ以上 

0％ 
 － － － 

Ｓ1 

50ｍ以上 

100ｍ未満 

25％ 

100ｍ未満 

35％ 

100ｍ未満 

25% 
－ － － － 

Ｓ2 
50ｍ未満 

40％ 
－ － － － － － 

補 

正 

係 

数 

時 間 的 制 約 を 

受 け る 場 合 
Ｋ1 1.25 1.35 1.25 1.35 1.35 1.35 1.25

夜 間 作 業 Ｋ2 1.35 1.50 1.35 1.50 1.50 1.50 1.35

支柱間隔 １ｍ Ｋ3 2.90 － 

支柱間隔 1.5ｍ Ｋ4 2.00 － 

支柱間隔 ２ｍ Ｋ5 1.45 － 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は， 

施工規模加算率のみを対象とする。 

２．防護柵設置の施工規模は、土中建込、コンクリート建込、プレキャストコンクリートブロック建込、ア 

ンカーボルト固定それぞれ１工事の全体数量で判断する。 

 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価(注)×設計数値 

(注) 設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1 or Ｓ2／100)×(Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3 or Ｋ4 or Ｋ5)＋材料

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準 

表２．６ 加算率・補正係数の適用基準 

規格・仕様 適  用  基  準 記号 備 考 

加 算 率 施 工 規 模 

標準 Ｓ0 

全体数量 １工事の施工規模が標準より小さい場合は，対象となる

規格・仕様の単価を率で加算する。 

Ｓ1 

Ｓ2 

補正係数 

時間的制約を 

受 け る 場 合 

通常勤務すべき１日の作業時間（所定労働時間）を７時

間以下４時間以上に制限する場合は，対象となる規格・

仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 

対象数量 

夜 間 作 業 

通常勤務すべき時間（所定労働時間）帯を変更して，作

業時間が夜間（20 時～ 6 時）にかかる場合は，対象とな

る規格・仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ2 

支柱間隔 １ｍ 
支柱間隔が１ｍの場合は対象となる規格・仕様の単価を

係数で補正する。 
Ｋ3 

支柱間隔 1.5ｍ 
支柱間隔が 1.5ｍの場合は対象となる規格・仕様の単価

を係数で補正する。 
Ｋ4 

支柱間隔 ２ｍ 
支柱間隔が２ｍの場合は対象となる規格・仕様の単価を

係数で補正する。 
Ｋ5 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

表２．７ 加算率・補正係数の数値 

区    分 
記

号 

防護柵設置 

（横断・転落防止柵） 

撤去 

部 材 設 置 ・ 撤 去 

土中建込 

プレキャストコンク

リートブロック建込， 

コンクリート建込， 

アンカーボルト固定 

ビーム 

又は 

パネルのみ 

設置 

ビーム 

又は 

パネルのみ 

撤去 

根巻き 

コンクリー

ト設置 

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 
100ｍ以上 

0％ 

100ｍ以上 

0％ 
－ － － － 

Ｓ1 

50ｍ以上 

100ｍ未満 

25％ 

100ｍ未満 

35％（25%） 
－ － － － 

Ｓ2 
50ｍ未満 

40％ 
－ － － － － 

補 

正 

係 

数 

時間的制約を 

受 け る 場 合 
Ｋ1 1.25 

1.35 

（1.25） 
1.35 1.35 1.35 1.25 

夜 間 作 業 Ｋ2 1.35 
1.50 

（1.35） 
1.50 1.50 1.50 1.35 

支柱間隔 １ｍ Ｋ3 2.90 － 

支柱間隔 1.5ｍ Ｋ4 2.00 － 

支柱間隔 ２ｍ Ｋ5 1.45 － 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は， 

施工規模加算率のみを対象とする。 

２．加算率・補正係数の（ ）内の係数は，プレキャストコンクリートブロック建込及びアンカーボルト 

固定に適用する。 

 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価(注)×設計数値 

(注) 設計単価＝標準の市場単価×(１＋Ｓ0 or Ｓ1 or Ｓ2／100)×(Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3 or Ｋ4 or Ｋ5)＋材料

費 
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防護柵設置工
（落石防護柵）

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

③－４ 防護柵設置工（落石防護柵） 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は市場単価方式による，落石防護柵（ストーンガード）設置及び撤去工に適用する。 

なお，市場単価の適用工種は，下記のとおりとする。 

１－１ 市場単価が適用できる範囲 

(１) 防護柵設置工のうち，落石防護柵（ストーンガード）設置及び撤去に適用し，柵高は４ｍ以下，支柱間隔

は３ｍ（耐雪型（上弦材付き）は３ｍ，２ｍ）とする。 

(２) 落石対策便覧（平成 29 年度版）に対応した製品を採用する場合。 

１－２ 市場単価が適用できない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの。 

１） 柵高が１.５m 未満,または４ｍを超える場合。 

２） 耐雪型のロープ・金網設置工（上弦材なし）の場合。 

３） 耐雪型のロープ・金網設置工（上弦材付き）で柵高が３ｍを超える場合。 

４） 落雪（せり出し）防護柵の場合。 

５) 支柱の塗装仕様が現場塗装の場合。 

６） 高エネルギー吸収柵の場合。 

７) 離島及び山間僻地等で明らかに単価が異なると判断される地域の場合。  

８) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用できない場合。 

  (２) 落石対策便覧（平成 12 年度版）に対応した製品を採用する場合。 

 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

支柱設置工 

(中間及び端末) 
○ ○ ○ 

(注)１．材料の現場内小運搬・持ち上げを含む。 

  ２．索端金具・Ｕボルトの材料費及び設置費を含む。 

 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

ロープ・金網設置

工 

(間隔保持材付き) 

○ ○ ○ 

(注)１．材料の現場内小運搬・持ち上げを含む。 

２．間隔保持材が必要ない場合は補正係数 

にて補正すること。 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

 

支
柱
建
込

み

ス
テ
ー
ロ
ー
プ
・ 

ア
ン
カ
ー
設
置 

ロ
ー
プ

設
置

 

金
網
等
設

置 

支
柱
建
込

み

ス
テ
ー
ロ
ー
プ
・ 

ア
ン
カ
ー
設
置 

ロ
ー
プ

設
置

 

金
網
・
間
隔 

保
持
材
設
置 

支
柱
建
込

み 

ス
テ
ー
ロ
ー
プ
・ 

ア
ン
カ
ー
設
置 

ロ
ー
プ

設
置

金
網
・
上
弦
材 設

置 

③－４ 防護柵設置工（落石防護柵） 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は市場単価方式による，落石防護柵（ストーンガード）設置及び撤去工に適用する。 

なお，市場単価の適用工種は，下記のとおりとする。 

１－１ 市場単価が適用できる範囲 

(１) 防護柵設置工のうち，落石防護柵（ストーンガード）設置及び撤去に適用し，柵高は４ｍ以下，支柱間隔

は３ｍ（耐雪型（上弦材付き）は３ｍ，２ｍ）とする。 

(２) 落石対策便覧（平成 12 年度版）に対応した製品を採用する場合。 

１－２ 市場単価が適用できない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの。 

１） 柵高が１.５m 未満,または４ｍを超える場合。 

２） 耐雪型のロープ・金網設置工（上弦材なし）の場合。 

３） 耐雪型のロープ・金網設置工（上弦材付き）で柵高が３ｍを超える場合。 

４） 落雪（せり出し）防護柵の場合。 

５) 支柱の塗装仕様が現場塗装の場合。 

６） 高エネルギー吸収柵の場合。 

７) 離島及び山間僻地等で明らかに単価が異なると判断される地域の場合。  

８) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用できない場合。 

  (２) 落石対策便覧（平成 29 年度版）に対応した製品を採用する場合。 

 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

支柱設置工 

(中間及び端末) 
○ ○ ○ 

(注)１．材料の現場内小運搬・持ち上げを含む。 

  ２．索端金具・Ｕボルトの材料費及び設置費を含む。 

 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

ロープ・金網設置

工 

(間隔保持材付き) 

○ ○ ○ 

(注)１．材料の現場内小運搬・持ち上げを含む。 

２．間隔保持材が必要ない場合は補正係数 

にて補正すること。 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 
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防護柵設置工
（落石防止網）

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

③－５ 防護柵設置工 （落石防止網） 

 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による落石防止網（ロックネット）設置工に適用する。 

１－１ 市場単価が適用できる範囲 

(１) 資材持ち上げ直高が 45ｍ以下で，覆式の鋼製落石防止網（ロックネット）設置工及びポケット式の鋼製落

石防止網（ロックネット）設置工のうち支柱がアンカー固定式による場合の新設工事。 

(２) 支柱の表面仕様が工場メッキ仕上げ,または現場塗装仕上げ（メッキなし）の場合。 

(３) 落石対策便覧（平成 29 年度版）に対応した製品を採用する場合。 

１－２ 市場単価が適用できない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの｡ 

１） 落石防止網（繊維網）設置工。 

２) ロープ伏工及び密着型安定ネット工による落石予防工の場合。 

３) ポケット式の鋼製落石防止網（ロックネット）設置工のうち，支柱が埋め込み式及びミニポケット式（支

柱据置式）による場合。 

４) アンカー及び支柱の設置がコンクリートの基礎による場合。 

５)  支柱の表面仕様がメッキの上に塗装仕上げする場合。 

６)  離島及び山間僻地等で明らかに単価が異なると判断される地域の場合。 

７) 落石対策便覧（平成 12 年度版）に対応した製品を採用する場合。 

８) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用できない場合。 

 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

金網・ロープ設

置 
○ ○ ○ 

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。 

２．金網の重ね，端部切断等のロス，クロスクリップ・結合コイル等の必要部材の材料費及び設置費

を含む。 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

アンカー設置 ○ ○ ○ 

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。 

２．削孔，アンカー打込み及び充填材注入等の一連作業を含む。 

３．アンカー設置時に発生する残土処理（処分費）は含まない。 
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③－５ 防護柵設置工 （落石防止網） 

 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，市場単価方式による落石防止網（ロックネット）設置工に適用する。 

１－１ 市場単価が適用できる範囲 

(１) 資材持ち上げ直高が 45ｍ以下で，覆式の鋼製落石防止網（ロックネット）設置工及びポケット式の鋼製落

石防止網（ロックネット）設置工のうち支柱がアンカー固定式による場合の新設工事。 

(２) 支柱の表面仕様が工場メッキ仕上げ,または現場塗装仕上げ（メッキなし）の場合。 

１－２ 市場単価が適用できない範囲 

(１) 特別調査等別途考慮するもの｡ 

１) ロープ伏工及び密着型安定ネット工による落石予防工の場合。 

２) ポケット式の鋼製落石防止網（ロックネット）設置工のうち，支柱が埋め込み式及びミニポケット式（支

柱据置式）による場合。 

３) アンカー及び支柱の設置がコンクリートの基礎による場合。 

４)  支柱の表面仕様がメッキの上に塗装仕上げする場合。 

５)  離島及び山間僻地等で明らかに単価が異なると判断される地域の場合。  

６) その他，規格・仕様等が適合せず，市場単価が適用できない場合。 

７） 落石防止網（繊維網）設置工。 

 

２． 市場単価の設定 

２－１ 市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは，機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

金網・ロープ設

置 
○ ○ ○ 

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。 

２．金網の重ね，端部切断等のロス，クロスクリップ・結合コイル等の必要部材の材料費及び設置費

を含む。 

 

工  種 
市場単価 

機 労 材 

アンカー設置 ○ ○ ○ 

(注)１．材料の小運搬・持ち上げを含む。 

２．削孔，アンカー打込み及び充填材注入等の一連作業を含む。 

３．アンカー設置時に発生する残土処理（処分費）は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金
網
設
置

 

ロ
ー
プ

設
置

 

残
土

の

処
理

 

（
処
分
費
）

 

残
土

の

積
込

 

ア
ン
カ
ー

設
置

 

残
土

の

運
搬

 



項　目

Ⅵ-２-④-5

法面工

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新



項　目

Ⅵ-２-④-６

法面工

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

(２) 加算率・補正係数の数値 

 

表２．８ 加算率・補正係数の数値 

区  分 
記
号 

モルタル吹付工 コンクリート吹付工 
機械播種施工による植生工 

植生基材吹付工 客土吹付工 種子散布工 

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 
(1,000㎡以上) 

0％ 

(1,000 ㎡以上) 

0％ 

(1,000㎡以

上) 

0％ 

(1,000㎡以

上) 

0％ 

(1,000㎡以上) 

0％ 

Ｓ1 

(500㎡以上 

1,000㎡未満) 

10％ 

(500 ㎡以上 

1,000 ㎡未満) 

10％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未

満) 

10％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未

満) 

10％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未満) 

15％ 

Ｓ2 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

20％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

20％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

15％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

15％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

25％ 

Ｓ3 

(100 ㎡以上

250 ㎡未満) 

35％ 

(100 ㎡以上 

250 ㎡未満) 

35％ 

(100 ㎡以上

250 ㎡未満) 

25％ 

(100 ㎡以上

250 ㎡未満) 

25％ 

(100 ㎡以上

250 ㎡未満) 

45％ 

Ｓ4 
(100 ㎡未満) 

50％ 

(100 ㎡未満) 

50％ 

(100 ㎡未満) 

50％ 

(100 ㎡未満) 

50％ 

(100 ㎡未満) 

60％ 

補 

正 

係 

数 

時間的制約を 

受 け る 場 合 
Ｋ1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.10 

法 面 垂 直 高 

45ｍを超え 80

ｍ以下の場合 

Ｋ2 ── ── 1.10 ── ── 

枠 内 吹 付 

の 場 合 
Ｋ3 0.80 0.80 0.80 ── ── 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）,（Ｓ2），（Ｓ3）又は（Ｓ4）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複
する場合は，施工規模加算率のみを対象とする。 

２．法面垂直高補正（Ｋ2）は，標準垂直高を超える面積（対象数量）についてのみ補正する。 
３．モルタル吹付工，コンクリート吹付工，植生基材吹付工におけるＫ1，Ｋ2 については，枠内吹付の場

合も同じ係数を使用するものとする。 
４．１工事において，通常の吹付工と枠内吹付工がある場合，同種の吹付けに限り，施工規模は合計施工

数量で判定する。 
５．種子散布工については，１工事において法面部と平面部に施工する場合，施工規模は合計施工数量で

判定する。 
   ６. 枠内吹付補正（Ｋ3）は, 法面清掃, ラス金網設置を含まない場合に補正する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(２) 加算率・補正係数の数値 

 

表２．８ 加算率・補正係数の数値 

区  分 
記
号 

モルタル吹付工 コンクリート吹付工 
機械播種施工による植生工 

植生基材吹付工 客土吹付工 種子散布工 

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 
(1,000㎡以上) 

0％ 

(1,000 ㎡以上) 

0％ 

(1,000㎡以

上) 

0％ 

(1,000㎡以

上) 

0％ 

(1,000㎡以上) 

0％ 

Ｓ1 

(500㎡以上 

1,000㎡未満) 

5％ 

(500 ㎡以上 

1,000 ㎡未満) 

5％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未

満) 

5％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未

満) 

5％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未満) 

10％ 

Ｓ2 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

15％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

15％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

10％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

10％ 

(250 ㎡以上 

 500 ㎡未満) 

20％ 

Ｓ3 
(250 ㎡未満) 

30％ 

(250 ㎡未満) 

30％ 

(250 ㎡未満) 

20％ 

(250 ㎡未満) 

20％ 

(250 ㎡未満) 

40％ 

補 

正 

係 

数 

時間的制約を 

受 け る 場 合 
Ｋ1 1.05 1.05 1.05 1.05 1.10 

法 面 垂 直 高 

45ｍを超え 80

ｍ以下の場合 

Ｋ2 ── ── 1.10 ── ── 

枠 内 吹 付 

の 場 合 
Ｋ3 0.80 0.80 0.80 ── ── 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）, （Ｓ2）又は（Ｓ3）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場
合は，施工規模加算率のみを対象とする。 

２．法面垂直高補正（Ｋ2）は，標準垂直高を超える面積（対象数量）についてのみ補正する。 
３．モルタル吹付工，コンクリート吹付工，植生基材吹付工におけるＫ1，Ｋ2 については，枠内吹付の場
合も同じ係数を使用するものとする。 

４．１工事において，通常の吹付工と枠内吹付工がある場合，同種の吹付けに限り，施工規模は合計施工
数量で判定する。 

５．種子散布工については，１工事において法面部と平面部に施工する場合，施工規模は合計施工数量で
判定する。 

   ６. 枠内吹付補正（Ｋ3）は, 法面清掃, ラス金網設置を含まない場合に補正する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



項　目

Ⅵ-２-④-７

法面工

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

表２．９ 加算率・補正係数の数値 

区  分 
記
号 

人力施工による植生工 ネット張工 

植生マット工 

植生シート工 
植生筋工 筋芝工 張芝工 繊維ネット工 

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 

(1,000㎡以

上) 

0％ 

(500㎡以上) 

0％ 

(500㎡以上) 

0％ 

(500㎡以上) 

0％ 

(1,000㎡以上) 

0％ 

Ｓ1 

(500㎡以上 

1,000㎡未

満) 

5％ 

(300㎡以上 

500㎡未満) 

15％ 

(300㎡以上 

500㎡未満) 

15％ 

(300㎡以上 

500㎡未満) 

15％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未満) 

5％ 

Ｓ2 
(500㎡未満) 

15％ 

(300㎡未満) 

35％ 

(300㎡未満) 

35％ 

(300㎡未満) 

35％ 

(500㎡未満) 

15％ 

補
正
係
数 

時間的制約 

を 受 け る 

場 合 

Ｋ1 1.05 1.15 1.15 1.15 1.05 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，
施工規模加算率のみを対象とする。 

２．１工事において植生マットと植生シートを使用する場合，または植生シート工の標準品と環境品を使
用する場合，施工規模は合計施工数量で判定する。 

３．張芝工については，１工事において法面部と平面部に施工する場合，施工規模は合計施工数量で判定
する。 

 
２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量 
(注) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0 or Ｓ1 or Ｓ2 or Ｓ3／100）×（Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3） 

 
 

３． 適用にあたっての留意事項  
市場単価の適用にあたっては，下記の点に留意すること。 

(１) モルタル吹付工，コンクリート吹付工 

１) 法面部への施工を標準とするが、法面に一部平面部（小段等）が含まれる施工にも適用出来る。ただし、平

面部のみの施工には適用出来ない。 

２) モルタル，コンクリートの強度は，15N／mm2 (150kgf／cm2) 程度以上とする。 

３) 特殊セメントを除き、普通セメント、高炉セメントの種別にかかわらず適用出来る。 

４) 菱形金網は，線形 2.0mm 網目 50mm，アンカーピンはφ 9(Ｄ10) ×Ｌ＝200mm・1.5 本／ ㎡，及び φ16(Ｄ

16) ×Ｌ＝400mm・0.3 本／ ㎡ をそれぞれ標準とする。 

５) 溶接金網を使用する場合は適用出来ない。 

６) ラス張工はスペーサの有無にかかわらず適用出来る。 

７) 補強鉄筋が必要な場合は別途計上する。 

８) 仮設ロープ等による施工を標準とする。 

９) 目地及び水抜きパイプ等の施工の有無にかかわらず適用出来る。 

１０) 吸出し防止材が必要な場合は材料費、設置手間を別途計上する。 

１１) オーバーハングの法面は別途考慮する。 

１２) 施工規模は，モルタル吹付工，コンクリート吹付工のそれぞれ１工事の全体数量で判定する。 

(２) 植生基材吹付工 

１) 菱形金網は，線形 2.0mm 網目 50mm，アンカーピンはφ 9(Ｄ10) ×Ｌ＝200mm・1.5 本／ ㎡，及び φ16(Ｄ

16) ×Ｌ＝400mm・0.3 本／ ㎡ をそれぞれ標準とする。 

２) 仮設ロープ等による施工を標準とする。 

３) 施工規模は，植生基材吹付工のみの１工事の全体数量で判定する。 

４) 植生基材吹付工は，法面部への施工を標準とするが，法面に一部平面部（小段等）が含まれる施工にも適用

出来る。ただし，平面部のみの施工には適用出来ない。 

表２．９ 加算率・補正係数の数値 

区  分 
記
号 

人力施工による植生工 ネット張工 

植生マット工 

植生シート工 
植生筋工 筋芝工 張芝工 繊維ネット工 

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 

(1,000㎡以

上) 

0％ 

(500㎡以上) 

0％ 

(500㎡以上) 

0％ 

(500㎡以上) 

0％ 

(1,000㎡以上) 

0％ 

Ｓ1 

(500㎡以上 

1,000㎡未

満) 

10％ 

(300㎡以上 

500㎡未満) 

20％ 

(300㎡以上 

500㎡未満) 

20％ 

(300㎡以上 

500㎡未満) 

20％ 

(500㎡以上 

1,000㎡未満) 

10％ 

Ｓ2 

(250㎡以上 

500㎡未満) 

20％ 

(100㎡以上 

300㎡未満) 

40％ 

(100㎡以上 

300㎡未満) 

40％ 

(100㎡以上 

300㎡未満) 

40％ 

(250㎡以上 

500㎡未満) 

20％ 

Ｓ3 
(250㎡未満) 

35％ 

(100㎡未満) 

50％ 

(100㎡未満) 

50％ 

(100㎡未満) 

50％ 

(250㎡未満) 

35％ 

補
正
係
数 

時間的制約 

を 受 け る 

場 合 

Ｋ1 1.05 1.15 1.15 1.15 1.05 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）又は，（Ｓ2）または（Ｓ3）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複
する場合は，施工規模加算率のみを対象とする。 

２．１工事において植生マットと植生シートを使用する場合，または植生シート工の標準品と環境品を使
用する場合，施工規模は合計施工数量で判定する。 

３．張芝工については，１工事において法面部と平面部に施工する場合，施工規模は合計施工数量で判定
する。 

 
２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量 
(注) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0 or Ｓ1 or Ｓ2 or Ｓ3 or Ｓ4／100）×（Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3） 

 
 

３． 適用にあたっての留意事項  
市場単価の適用にあたっては，下記の点に留意すること。 

(１) モルタル吹付工，コンクリート吹付工 

１) 法面部への施工を標準とするが、法面に一部平面部（小段等）が含まれる施工にも適用出来る。ただし、平

面部のみの施工には適用出来ない。 

２) モルタル，コンクリートの強度は，15N／mm2 (150kgf／cm2) 程度以上とする。 

３) 特殊セメントを除き、普通セメント、高炉セメントの種別にかかわらず適用出来る。 

４) 菱形金網は，線形 2.0mm 網目 50mm，アンカーピンはφ 9(Ｄ10) ×Ｌ＝200mm・1.5 本／ ㎡，及び φ16(Ｄ

16) ×Ｌ＝400mm・0.3 本／ ㎡ をそれぞれ標準とする。 

５) 溶接金網を使用する場合は適用出来ない。 

６) ラス張工はスペーサの有無にかかわらず適用出来る。 

７) 補強鉄筋が必要な場合は別途計上する。 

８) 仮設ロープ等による施工を標準とする。 

９) 目地及び水抜きパイプ等の施工の有無にかかわらず適用出来る。 

１０) 吸出し防止材が必要な場合は材料費、設置手間を別途計上する。 

１１) オーバーハングの法面は別途考慮する。 

１２) 施工規模は，モルタル吹付工，コンクリート吹付工のそれぞれ１工事の全体数量で判定する。 

(２) 植生基材吹付工 

１) 菱形金網は，線形 2.0mm 網目 50mm，アンカーピンはφ 9(Ｄ10) ×Ｌ＝200mm・1.5 本／ ㎡，及び φ16(Ｄ

16) ×Ｌ＝400mm・0.3 本／ ㎡ をそれぞれ標準とする。 

２) 仮設ロープ等による施工を標準とする。 



項　目

Ⅵ-２-④-12

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

吹付枠工
２－２ 市場単価の規格・仕様 

吹付枠工の規格・仕様区分は，下表のとおりである。 

表２．１ 規格・仕様 

区     分 規 格 ・ 仕 様 単 位 

吹
付
枠
工 

モルタル・ 

コンクリート 

梁断面 150 × 150 

ｍ 

〃  200 × 200 

〃  300 × 300 

〃  400 × 400 

〃  500 × 500 

〃  600 × 600 

ラ ス 張 工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 ㎡ 

 

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準 

表２．２ 加算率・補正係数の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適  用  基  準 記号 備 考 

加
算
率 

施 工 規 模 

標準 Ｓ0 全体数量 

１工事の施工規模が標準より小さい場合は，対象とな

る規格・仕様の単価を率で加算する。 

Ｓ1 

Ｓ2 

Ｓ3 

Ｓ4 

全体数量 

補
正
係
数 

時 間 的 制 約 を 

受 け る 場 合 

通常勤務すべき１日の作業時間（所定労働時間）を７時

間以下４時間以上に制限する場合は，対象となる規格・

仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 対象数量 

ラス張工で法面清掃を 

必要としない場合 

ラス張工で法面清掃を必要としない場合は，対象とな

る規格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ2 対象数量 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

表２．３ 加算率・補正係数の数値 

区    分 記 号 吹付枠工 ラ ス 張 工 

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 
500ｍ以上 

0％ 

1,000 ㎡以上 

0％ 

Ｓ1 

250ｍ以上 500ｍ未満 

20％ 

500 ㎡以上 1,000㎡未

満 

20％ 

Ｓ2 
100ｍ以上 250ｍ未満 

30％ 

250 ㎡以上 500 ㎡未満 

35％ 

Ｓ3 
50ｍ以上 100ｍ未満 

50％ 

100 ㎡以上 250 ㎡未満 

45％ 

Ｓ4 
50ｍ未満 

80％ 

100 ㎡未満 

60％ 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.15 

ラス張工で法面清掃を 

必 要 と し な い 場 合 
Ｋ2 － 0.75 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）,（Ｓ2）,（Ｓ3）又は（Ｓ4）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が

重複する場合は，施工規模加算率のみを対象とする。 

２．ラス張工で法面清掃を必要としない場合の補正係数（Ｋ2）は，客土吹付工においてラス張工を施工

する場合に適用する。補正により，法面清掃とその際発生する残土の積込・運搬費用が市場単価よ

り除かれる。 

２－２ 市場単価の規格・仕様 

吹付枠工の規格・仕様区分は，下表のとおりである。 

 

表２．１ 規格・仕様 

区     分 規 格 ・ 仕 様 単 位 

吹
付
枠
工 

モルタル・ 

コンクリート 

梁断面 150 × 150 

ｍ 

〃  200 × 200 

〃  300 × 300 

〃  400 × 400 

〃  500 × 500 

〃  600 × 600 

ラ ス 張 工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 ㎡ 

 

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準 

 

表２．２ 加算率・補正係数の適用基準 

規 格 ・ 仕 様 適  用  基  準 記号 備 考 

加
算
率 

施 工 規 模 

標準 Ｓ0 全体数量 

１工事の施工規模が標準より小さい場合は，対象とな

る規格・仕様の単価を率で加算する。 

Ｓ1 

Ｓ2 

Ｓ3 

全体数量 

補
正
係
数 

時 間 的 制 約 を 

受 け る 場 合 

通常勤務すべき１日の作業時間（所定労働時間）を７時

間以下４時間以上に制限する場合は，対象となる規格・

仕様の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 対象数量 

ラス張工で法面清掃を 

必要としない場合 

ラス張工で法面清掃を必要としない場合は，対象とな

る規格・仕様の単価を係数で補正する。 
Ｋ2 対象数量 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

 

表２．３ 加算率・補正係数の数値 

区    分 記 号 吹付枠工 ラ ス 張 工 

加 

算 

率 

施 工 規 模 

Ｓ0 
500ｍ以上 

0％ 

1,000 ㎡以上 

0％ 

Ｓ1 

250ｍ以上 500ｍ未満 

10％ 

500 ㎡以上 1,000㎡未

満 

15％ 

Ｓ2 
100ｍ以上 250ｍ未満 

20％ 

250 ㎡以上 500 ㎡未満 

30％ 

Ｓ3 
100ｍ未満 

40％ 

250 ㎡未満 

40％ 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.15 

ラス張工で法面清掃を 

必 要 と し な い 場 合 
Ｋ2 － 0.75 

(注)１．施工規模加算率（Ｓ1）,（Ｓ2）又は（Ｓ3）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する

場合は，施工規模加算率のみを対象とする。 

２．ラス張工で法面清掃を必要としない場合の補正係数（Ｋ2）は，客土吹付工においてラス張工を施工

する場合に適用する。補正により，法面清掃とその際発生する残土の積込・運搬費用が市場単価より

除かれる。 



項　目

Ⅵ-２-④-13

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

吹付枠工
２－４ 加算額 

加算額の適用基準 

 

表２．４ 加算額の適用 

規 格 ・ 仕 様 適  用  基  準 単 位 

加
算
額 

水切モルタル・コンクリート 
水切モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。 
㎥ 

表面コテ仕上げをする場合 
吹付表面をコテ仕上げする場合，設計数量に

したがって加算する。 
㎡ 

間詰モルタル・コンクリート 
間詰モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。 
㎥ 

 

２－５ 直接工事費の算出 

直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋加算額総金額（注２） 

(注１) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0又はＳ1，Ｓ2，Ｓ3又はＳ4／100）×（Ｋ1×Ｋ2） 

(注２) 加算額総金額＝加算額×総数量 

 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 法枠長を計上する際の梁の距離は，下記を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算方法 

縦枠：Ｈ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ＋１} 

横枠：ｂ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ}×{（Ｈ－Ｗ）÷Ａ＋１} 

(２) 土質及び法勾配は問わない。 

(３) モルタル・コンクリートの強度は 18Ｎ／mm2程度以上とする。 

(４) 異形棒鋼の材質は SD295，SD345 を問わない。 

(５) スターラップ（梁断面サイズ 400×400 以上）及び水抜パイプの有無は問わない。 

(６) 仮設ロープ等による施工を標準とする。 

(７) 主アンカー（法枠交点部のアンカー）の種類による市場単価の適用の可否は次表による。 

また，主アンカーに使用するアンカーバー及び補助アンカー（アンカーピン）の長さは 1.0ｍ以内とする。 

２－４ 加算額 

加算額の適用基準 

 

表２．４ 加算額の適用 

規 格 ・ 仕 様 適  用  基  準 単 位 

加
算
額 

水切モルタル・コンクリート 
水切モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。 
㎥ 

表面コテ仕上げをする場合 
吹付表面をコテ仕上げする場合，設計数量に

したがって加算する。 
㎡ 

間詰モルタル・コンクリート 
間詰モルタル・コンクリートを施工する場合，

設計数量にしたがって加算する。 
㎥ 

 

２－５ 直接工事費の算出 

直接工事費＝（設計単価（注１）×設計数量）＋加算額総金額（注２） 

(注１) 設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓ0又はＳ1，Ｓ2又はＳ3／100）×（Ｋ1×Ｋ2） 

(注２) 加算額総金額＝加算額×総数量 

 

３． 適用にあたっての留意事項 

市場単価の適用にあたっては，以下の点に留意すること。 

(１) 法枠長を計上する際の梁の距離は，下記を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算方法 

縦枠：Ｈ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ＋１} 

横枠：ｂ×{（Ｌ－Ｗ）÷Ｂ}×{（Ｈ－Ｗ）÷Ａ＋１} 

(２) 土質及び法勾配は問わない。 

(３) モルタル・コンクリートの強度は 18Ｎ／mm2程度以上とする。 

(４) 異形棒鋼の材質は SD295，SD345 を問わない。 

(５) スターラップ（梁断面サイズ 400×400 以上）及び水抜パイプの有無は問わない。 

(６) 仮設ロープ等による施工を標準とする。 

(７) 主アンカー（法枠交点部のアンカー）の種類による市場単価の適用の可否は次表による。 

また，主アンカーに使用するアンカーバー及び補助アンカー（アンカーピン）の長さは 1.0ｍ以内とする。 



項　目

Ⅵ-２-⑥-５

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

橋梁付属物工

旧 新



項　目

Ⅵ-２-⑥-６

旧 新

橋梁付属物工

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）



項　目

Ⅵ-２-⑥-７

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

橋梁付属物工



項　目

Ⅵ-２-⑥-８

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

橋梁付属物工



項　目

Ⅵ-２-⑧-６

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

道路標識設置
工

(注) 施工規模加算（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，施工規

模加算率のみを対象とする。 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

 

表２．16 加算率・補正係数の数値（設置工） 

区    分 記号 

標識柱 
・基礎 

標識柱 標識板 
添架式標識板 

取付金具 
基 礎 

路側式 片持式 門型式 
案内 

（新設） 
案内 

（移設） 
案内以外 

信号・ 
照明柱 

歩道橋  

加
算

率 

施 工 規 模 

Ｓo 
5 基以上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

10 ㎡以上 

0% 

10 ㎡以上 

0% 

5 基以上 

0％ 
－ － － 

Ｓ1 
3～4 基 

25％ 

2 基 

40％ 

2 基 

40％ 

10 ㎡未満 

5% 

10 ㎡未満 

30% 

3～4 基 

15％ 
－ － － 

Ｓ2 
2 基以下 

35％ 

1 基 

100％ 

1 基 

100％ 
－ － 

2 基以下 

25％ 
－ － － 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.05 1.00 1.05 1.15 1.05 1.05 1.05 

夜間作業 Ｋ2 1.30 1.35 1.35 1.05 1.35 1.50 1.15 1.25 1.25 

障害物のある場合 Ｋ3 － － － － － － － － 1.25 

門型式標識柱の基礎の場合 Ｋ4 － － － － － － － － 1.10 

景観色塗装柱の場合 Ｋ5 1.10 － － － － － － － － 

(注) １．「案内以外」は，警戒・規制・指示・路線番号標識に適用する。 

   ２．標識板設置の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,

１工事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの数量で判定する。 

 

表２．17 加算率・補正係数の数値（撤去工） 

区    分 記号 

標識柱 
・基礎 

標識柱 標識板 
添架式

標識板 
基 礎 

路側式 片持式 門型式 案内 案内以外   

加
算

率 

施 工 規 模 

Ｓo 
5 基以上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

10 ㎡以上

0% 

5 基以上 

0％ 
－ － 

Ｓ1 
3～4 基 

25％ 

2 基 

40％ 

2 基 

40％ 

10 ㎡未満

30% 

3～4 基 

15％ 
－ － 

Ｓ2 
2 基以下 

35％ 

1 基 

100％ 

1 基 

100％ 
－ 

2 基以下 

25％ 
－ － 

補
正
係
数

 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.05 1.05 1.15 1.05 1.05 

夜 間 作 業 Ｋ2 1.50 1.35 1.35 1.35 1.50 1.25 1.35 

 

(注) 標識板撤去の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,１工

事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの数量で判定する。 

 

 

  

(注) 施工規模加算（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，施工規

模加算率のみを対象とする。 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

 

表２．16 加算率・補正係数の数値（設置工） 

区    分 記号 

標識柱 
・基礎 

標識柱 標識板 
添架式標識板 
取付金具 

基 礎 

路側式 片持式 門型式 
案内 

（新設） 
案内 

（移設） 
案内以外 

信号・ 
照明柱 

歩道橋  

加
算

率 

施 工 規 模 

Ｓo 
5 基以上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

10 ㎡以上 

0% 

10 ㎡以上 

0% 

5 基以上 

0％ 
－ － － 

Ｓ1 
3～4 基 

15％ 

2 基 

40％ 

2 基 

40％ 

10 ㎡未満 

5% 

10 ㎡未満 

30% 

3～4 基 

15％ 
－ － － 

Ｓ2 
2 基以下 

25％ 

1 基 

100％ 

1 基 

100％ 
－ － 

2 基以下 

25％ 
－ － － 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.05 1.00 1.05 1.15 1.05 1.05 1.05 

夜間作業 Ｋ2 1.30 1.35 1.35 1.05 1.35 1.50 1.15 1.25 1.25 

障害物のある場合 Ｋ3 － － － － － － － － 1.25 

門型式標識柱の基礎の場合 Ｋ4 － － － － － － － － 1.10 

景観色塗装柱の場合 Ｋ5 1.10 － － － － － － － － 

(注) １．「案内以外」は，警戒・規制・指示・路線番号標識に適用する。 

   ２．標識板設置の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,

１工事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの数量で判定する。 

 

表２．17 加算率・補正係数の数値（撤去工） 

区    分 記号 

標識柱 
・基礎 

標識柱 標識板 
添架式

標識板 
基 礎 

路側式 片持式 門型式 案内 案内以外   

加
算

率 

施 工 規 模 

Ｓo 
5 基以上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

3 基 以 上 

0％ 

10 ㎡以上

0% 

5 基以上 

0％ 
－ － 

Ｓ1 
3～4 基 

15％ 

2 基 

40％ 

2 基 

40％ 

10 ㎡未満

30% 

3～4 基 

15％ 
－ － 

Ｓ2 
2 基以下 

25％ 

1 基 

100％ 

1 基 

100％ 
－ 

2 基以下 

25％ 
－ － 

補
正
係
数

 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.05 1.05 1.15 1.05 1.05 

夜 間 作 業 Ｋ2 1.50 1.35 1.35 1.35 1.50 1.25 1.35 

 

(注) 標識板撤去の施工規模は，標識板の１枚当りの面積区分によらず１工事の全体数量で判断する。ただし,１工

事において設置,及び撤去の作業がある場合は,設置・撤去それぞれの数量で判定する。 

 

 

  



項　目

Ⅵ-２-⑭-４

令和５年度　土木工事標準積算基準書（対照表）

旧 新

鉄筋挿入工
（ロックボルト
工）

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準 

表２．４ 加算率・補正係数の適用基準 

区  分 適 用 基 準 記号 備考 

加
算
率 

施工規模 

標準 Ｓ0 
全体 

数量 
１工事の施工規模が標準より小さい場合は,対象となる規

格・仕様の単価を加算率で加算する。 

Ｓ1 

Ｓ2 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 

通常勤務すべき１日の作業時間(所定労働時間)を７時間

以下４時間以上に制限する場合は,対象となる規格・仕様

の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 

対象 

数量 施工基面からの法面垂直高さ

が20ｍを超え,30ｍ以下の場

合 

現場条件Ⅰにおいて,法面垂直高さが20ｍを超え,30ｍ以

下の場合は,対象となる規格・仕様の単価を係数で補正す

る。 

Ｋ2 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

 

表２．５ 加算率・補正係数の数値 

区  分 記号 
現 場 条 件 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

加
算
率 

施工規模 

Ｓ0 
(200ｍ以上) 

0% 
(200ｍ以上) 

0% 
－ 

Ｓ1 

(100ｍ以上 

 200ｍ未満) 

20% 

(100ｍ以上 

 200ｍ未満) 

20% 
－ 

Ｓ2 
(100ｍ未満) 

35% 
(100ｍ未満) 

35% 
－ 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.15 
法面垂直高さ 

20ｍを超え, 

30ｍ以下の場合 
Ｋ2 1.15 － － 

(注) 施工規模加算率（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，

施工規模加算率のみを対象とする。 

 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量 

（注）設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓo or Ｓ1 or Ｓ2／100）×（Ｋ1×Ｋ2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 加算率・補正係数 

(１) 加算率・補正係数の適用基準 

表２．４ 加算率・補正係数の適用基準 

区  分 適 用 基 準 記号 備考 

加
算
率 

施工規模 

標準 Ｓ0 
全体 

数量 
１工事の施工規模が標準より小さい場合は,対象となる規

格・仕様の単価を加算率で加算する。 

Ｓ1 

Ｓ2 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 

通常勤務すべき１日の作業時間(所定労働時間)を７時間

以下４時間以上に制限する場合は,対象となる規格・仕様

の単価を係数で補正する。 

Ｋ1 

対象 

数量 施工基面からの法面垂直高さ

が20ｍを超え,30ｍ以下の場

合 

現場条件Ⅰにおいて,法面垂直高さが20ｍを超え,30ｍ以

下の場合は,対象となる規格・仕様の単価を係数で補正す

る。 

Ｋ2 

 

(２) 加算率・補正係数の数値 

 

表２．５ 加算率・補正係数の数値 

区  分 記号 
現 場 条 件 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

加
算
率 

施工規模 

Ｓ0 
(200ｍ以上) 

0% 
(200ｍ以上) 

0% 
－ 

Ｓ1 

(100ｍ以上 

 200ｍ未満) 

10% 

(100ｍ以上 

 200ｍ未満) 

10% 
－ 

Ｓ2 
(100ｍ未満) 

25% 
(100ｍ未満) 

25% 
－ 

補
正
係
数 

時間的制約を受ける場合 Ｋ1 1.10 1.10 1.15 
法面垂直高さ 

20ｍを超え, 

30ｍ以下の場合 
Ｋ2 1.15 － － 

(注) 施工規模加算率（Ｓ1）又は（Ｓ2）と時間的制約を受ける場合の補正係数（Ｋ1）が重複する場合は，

施工規模加算率のみを対象とする。 

 

２－４ 直接工事費の算出 

直接工事費＝設計単価（注）×設計数量 

（注）設計単価＝標準の市場単価×（１＋Ｓo or Ｓ1 or Ｓ2／100）×（Ｋ1×Ｋ2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


